
令和７年７月８日　火曜日           
第610号1 増刊②

令
和
七
年
七
月
八
日

第

六

百

十

号

増

刊

②

　
　
　
　

規

則
（
第
三
十
六
号
）

○
福
岡
県
事
務
処
理
の
特
例
に
関
す
る
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

（
開
発
・
盛
土
指
導
課
）
…
…
…
…
…
一

　
　
　
　
人
事
委
員
会

○
福
岡
県
職
員
の
育
児
休
業
等
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

（
人
事
委
員
会
事
務
局
給
与
公
平
課
）
…
…
…
…
…
一

○
福
岡
県
職
員
の
勤
務
時
間
、
休
暇
等
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

（
人
事
委
員
会
事
務
局
給
与
公
平
課
）
…
…
…
…
…
七

　
　
　
　
再
　
　
　
掲

○
福
岡
県
建
築
基
準
法
施
行
細
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則　
　
　

（
建
築
指
導
課
）
…
…
…
…
…
七

　

福
岡
県
事
務
処
理
の
特
例
に
関
す
る
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
制
定
し
、
こ
こ
に

公
布
す
る
。

　
　

令
和
七
年
七
月
八
日

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

福
岡
県
知
事　
　

服
部　

誠
太
郎　
　

福
岡
県
規
則
第
三
十
六
号

　
　
　

福
岡
県
事
務
処
理
の
特
例
に
関
す
る
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

　

福
岡
県
事
務
処
理
の
特
例
に
関
す
る
条
例
施
行
規
則
（
平
成
十
二
年
福
岡
県
規
則
第
八
十
九
号
）
の

一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

　

別
表
中
三
四
の
項
を
削
り
、
三
五
の
項
を
三
四
の
項
と
し
、
同
項
の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

三
五　

特
例
条
例
別
表
四
五
の
項

に
規
定
す
る
宅
地
造
成
及
び
特

定
盛
土
等
規
制
法
（
昭
和
三
十

六
年
法
律
第
百
九
十
一
号
。
以

下
こ
の
項
に
お
い
て
「
法
」
と

い
う
。
）
の
規
定
に
よ
る
申
請

書
等
で
別
に
規
則
で
定
め
る
も

の

イ　

法
第
十
二
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
宅
地
造
成
等
に
関
す
る
工

事
の
許
可
の
申
請
に
係
る
書
類

ロ　

法
第
十
六
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
宅
地
造
成
等
に
関
す
る
工

事
の
計
画
の
変
更
許
可
の
申
請
に
係
る
書
類

ハ　

法
第
十
六
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
宅
地
造
成
等
に
関
す
る
工

事
の
軽
微
な
変
更
の
届
出
に
係
る
書
類

ニ　

法
第
十
七
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
宅
地
造
成
又
は
特
定
盛
土

等
に
関
す
る
工
事
の
完
了
検
査
の
申
請
に
係
る
書
類

ホ　

法
第
十
七
条
第
四
項
の
規
定
に
よ
る
土
石
の
堆
積
に
関
す
る
工

事
の
完
了
確
認
の
申
請
に
係
る
書
類

ヘ　

法
第
三
十
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
特
定
盛
土
等
又
は
土
石
の

堆
積
に
関
す
る
工
事
の
許
可
の
申
請
に
係
る
書
類

ト　

法
第
三
十
五
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
特
定
盛
土
等
又
は
土
石

の
堆
積
に
関
す
る
工
事
の
計
画
の
変
更
許
可
の
申
請
に
係
る
書
類

チ　

法
第
三
十
五
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
特
定
盛
土
等
又
は
土
石

の
堆
積
に
関
す
る
工
事
の
軽
微
な
変
更
の
届
出
に
係
る
書
類

リ　

法
第
三
十
六
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
特
定
盛
土
等
に
関
す
る

工
事
の
完
了
検
査
の
申
請
に
係
る
書
類

ヌ　

法
第
三
十
六
条
第
四
項
の
規
定
に
よ
る
土
石
の
堆
積
に
関
す
る

工
事
の
完
了
確
認
の
申
請
に
係
る
書
類

　
　
　
附
　
則

　

こ
の
規
則
は
、
令
和
七
年
十
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

　

福
岡
県
職
員
の
育
児
休
業
等
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
制
定
し
、
こ
こ
に
公
布
す

る
。

　
　

令
和
七
年
七
月
八
日

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

福
岡
県
人
事
委
員
会
委
員
長　
　

馬　

場　

貞　

仁　
　

福
岡
県
人
事
委
員
会
規
則
第
二
十
二
号

　
　
　

福
岡
県
職
員
の
育
児
休
業
等
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

　

福
岡
県
職
員
の
育
児
休
業
等
に
関
す
る
規
則
（
平
成
四
年
福
岡
県
人
事
委
員
会
規
則
第
四
号
）
の
一

部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

　

第
十
一
条
中
「
非
常
勤
職
員
で
あ
っ
て
、
一
日
に
つ
き
定
め
ら
れ
た
勤
務
時
間
が
六
時
間
十
五
分
以

上
で
あ
る
勤
務
日
が
あ
る
」
を
削
る
。

　

第
十
二
条
の
見
出
し
を
「
（
部
分
休
業
の
承
認
の
請
求
、
育
児
休
業
法
第
十
九
条
第
二
項
の
規
定
に

よ
る
申
出
及
び
同
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
る
変
更
の
手
続
）
」
に
改
め
、
同
条
第
一
項
中
「
部
分
休
業

目

次



令和７年７月８日　火曜日 2第610号 増刊②

の
承
認
の
請
求
」
の
下
に
「
、
育
児
休
業
法
第
十
九
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
申
出
及
び
同
条
第
三
項

の
規
定
に
よ
る
変
更
（
以
下
「
部
分
休
業
の
承
認
の
請
求
等
」
と
い
う
。
）
」
を
加
え
、
同
条
同
項
中

「
部
分
休
業
承
認
請
求
書
」
を
「
部
分
休
業
簿
」
に
改
め
、
同
条
第
二
項
中
「
部
分
休
業
の
承
認
の
請

求
」
を
「
部
分
休
業
の
承
認
の
請
求
等
」
に
改
め
る
。

　

様
式
第
五
号
（
第
十
二
条
関
係
）
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。



令和７年７月８日　火曜日3 第610号 増刊②
様
式
第
５
号
　

（
第

1
2
条

関
係

）
（
第
１
面
）

申
出

対
象

期
間

年
度

所
属

氏
名

氏
名

続
柄

等
生

年
月

日

　
　

　
年

　
　

　
月

　
　

　
日

氏
名

続
柄

等
生

年
月

日

　
　

　
年

　
　

　
月

　
　

　
日

氏
名

続
柄

等
生

年
月

日

　
　

　
年

　
　

　
月

　
　

　
日

申
出

月
日

申
出

の
内

容
（
①

又
は

②
を

記
入

）
※

申
出

の
内

容
（
変

更
後

の
内

容
も

共
通

）

 ①
１

日
に

つ
き

２
時

間
を

超
え

な
い

範
囲

内
　

（
第

１
号

部
分

休
業

）

変
更

月
日

変
更

後
の

内
容

（
①

又
は

②
を

記
入

）
変

更
が

必
要

な
事

情
特

別
の

事
情

の
有

無
（
決

裁
権

者
が

有
又

は
無

を
記

入
）

　
月

　
日

変
更

月
日

変
更

後
の

内
容

（
①

又
は

②
を

記
入

）
変

更
が

必
要

な
事

情
特

別
の

事
情

の
有

無
（
決

裁
権

者
が

有
又

は
無

を
記

入
）

　
月

　
日

４
　

備
　

考

（
注

）

　
３
　
第
１
号
部
分
休
業
の
承
認
が
、
職
員
か
ら
の
請
求
に
基
づ
き
取
り
消
さ
れ
た
場
合
は
、
そ
の
旨
を
第
３
面
に
記
入
す
る
こ
と
。

部
　

分
　

休
　

業
　

簿

２
　

申
出

　
月

　
日

３
　

変
更

（
第

１
回

目
）

 ②
１

年
に

つ
き

福
岡

県
職

員
の

育
児

休
業

等
に

関
す

る
条

例
で

定
め

る
時

間
（
1
0
日

相
当

）
を

超
え

な
い

範
囲

内
　

（
第

２
号

部
分

休
業

）

決
裁

決
裁

１
　

請
求

に
係

る
子

３
　

変
更

（
第

２
回

目
）

　
１
　
こ
の
部
分
休
業
簿
に
は
、
申
出
、
変
更
又
は
請
求
に
係
る
子
の
氏
名
、
職
員
と
の
続
柄
等
及
び
生
年
月
日
を
証
明
す
る
書
類
（
医
師
又
は
助
産
師
が
発
行
す
る
出
生
（
産
）
証
明
書
、
母
子
健
康
手
帳
の
出
生
届
出
済
証
明
書
、

　
　
官
公
署
が
発
行
す
る
出
生
届
受
理
証
明
書
又
は
養
子
縁
組
届
受
理
証
明
書
、
事
件
が
係
属
し
て
い
る
家
庭
裁
判
所
等
が
発
行
す
る
事
件
係
属
証
明
書
、
児
童
相
談
所
長
が
発
行
す
る
委
託
措
置
決
定
通
知
書
又
は
証
明
書
等
）
を

　
　
添
付
す
る
こ
と
（
写
し
で
も
可
）
。

　
２
　
第
１
号
部
分
休
業
の
承
認
の
請
求
の
場
合
は
第
２
面
、
第
２
号
部
分
休
業
の
承
認
の
請
求
の
場
合
は
第
４
面
を
用
い
る
こ
と
。
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（
第
２
面
）

年
度

※
※

※

1
月
　
　
日

か
ら

月
　
　
日

ま
で

時
　
　
分

か
ら

時
　
　
分

ま
で

　
月
　
　
日

2
月
　
　
日

か
ら

月
　
　
日

ま
で

時
　
　
分

か
ら

時
　
　
分

ま
で

　
月
　
　
日

3
月
　
　
日

か
ら

月
　
　
日

ま
で

時
　
　
分

か
ら

時
　
　
分

ま
で

　
月
　
　
日

4
月
　
　
日

か
ら

月
　
　
日

ま
で

時
　
　
分

か
ら

時
　
　
分

ま
で

　
月
　
　
日

5
月
　
　
日

か
ら

月
　
　
日

ま
で

時
　
　
分

か
ら

時
　
　
分

ま
で

　
月
　
　
日

6
月
　
　
日

か
ら

月
　
　
日

ま
で

時
　
　
分

か
ら

時
　
　
分

ま
で

　
月
　
　
日

7
月
　
　
日

か
ら

月
　
　
日

ま
で

時
　
　
分

か
ら

時
　
　
分

ま
で

　
月
　
　
日

8
月
　
　
日

か
ら

月
　
　
日

ま
で

時
　
　
分

か
ら

時
　
　
分

ま
で

　
月
　
　
日

9
月
　
　
日

か
ら

月
　
　
日

ま
で

時
　
　
分

か
ら

時
　
　
分

ま
で

　
月
　
　
日

1
0

月
　
　
日

か
ら

月
　
　
日

ま
で

時
　
　
分

か
ら

時
　
　
分

ま
で

　
月
　
　
日

（
※
印
の
欄
は
職
員
が
記
入
又
は
確
認
す
る
。
）

備
　
　
考

第
１
号
部
分
休
業
の
承
認
の
請
求
の
場
合

請
求
月
日

請
求
者

の
確
認

決
　
裁

整
理

番
号

　
　
　
　
　
部
分
休
業
の
承
認
の
請
求
を
す
る
期
間

月
　
日

毎
日
／

曜
日
等

時
　
間
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第
１
号
部
分
休
業
の
承
認
の
取
消
し
の
場
合

（
第
３
面
）

年
度

※
　
　
　
部
分
休
業
の
承
認
の
取
消
し
の
期
間

※

1
　
月
　
　
日

か
ら

　
月
　
　
日

ま
で

時
　
　
分

か
ら

時
　
　
分

ま
で

2
　
月
　
　
日

か
ら

　
月
　
　
日

ま
で

時
　
　
分

か
ら

時
　
　
分

ま
で

3
　
月
　
　
日

か
ら

　
月
　
　
日

ま
で

時
　
　
分

か
ら

時
　
　
分

ま
で

4
　
月
　
　
日

か
ら

　
月
　
　
日

ま
で

時
　
　
分

か
ら

時
　
　
分

ま
で

5
　
月
　
　
日

か
ら

　
月
　
　
日

ま
で

時
　
　
分

か
ら

時
　
　
分

ま
で

6
　
月
　
　
日

か
ら

　
月
　
　
日

ま
で

時
　
　
分

か
ら

時
　
　
分

ま
で

7
　
月
　
　
日

か
ら

　
月
　
　
日

ま
で

時
　
　
分

か
ら

時
　
　
分

ま
で

8
　
月
　
　
日

か
ら

　
月
　
　
日

ま
で

時
　
　
分

か
ら

時
　
　
分

ま
で

9
　
月
　
　
日

か
ら

　
月
　
　
日

ま
で

時
　
　
分

か
ら

時
　
　
分

ま
で

1
0

　
月
　
　
日

か
ら

　
月
　
　
日

ま
で

時
　
　
分

か
ら

時
　
　
分

ま
で

（
※
印
の
欄
は
職
員
が
記
入
又
は
確
認
す
る
。
）

備
　
　
考

整
理

番
号

月
　
日

時
　
間

請
求
者

の
確
認

決
　
裁
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第
２
号
部
分
休
業
の
承
認
の
請
求
の
場
合

（
第
４
面
）

年
度

第
２
号
部
分
休
業
の
時
間
数

時
間
　
分

※
　
　
部
分
休
業
の
承
認
の
請
求
を
す
る
期
間

※
※

※
※

請
求

時
間
数

残
時
間
数

1
　
月
　
　
日

か
ら

　
月
　
　
日

ま
で

時
　
　
分

か
ら

時
　
　
分

ま
で

時
間
　
　
分

時
間
　
分

　
月
　
　
日

2
　
月
　
　
日

か
ら

　
月
　
　
日

ま
で

時
　
　
分

か
ら

時
　
　
分

ま
で

時
間
　
　
分

時
間
　
分

　
月
　
　
日

3
　
月
　
　
日

か
ら

　
月
　
　
日

ま
で

時
　
　
分

か
ら

時
　
　
分

ま
で

時
間
　
　
分

時
間
　
分

　
月
　
　
日

4
　
月
　
　
日

か
ら

　
月
　
　
日

ま
で

時
　
　
分

か
ら

時
　
　
分

ま
で

時
間
　
　
分

時
間
　
分

　
月
　
　
日

5
　
月
　
　
日

か
ら

　
月
　
　
日

ま
で

時
　
　
分

か
ら

時
　
　
分

ま
で

時
間
　
　
分

時
間
　
分

　
月
　
　
日

6
　
月
　
　
日

か
ら

　
月
　
　
日

ま
で

時
　
　
分

か
ら

時
　
　
分

ま
で

時
間
　
　
分

時
間
　
分

　
月
　
　
日

7
　
月
　
　
日

か
ら

　
月
　
　
日

ま
で

時
　
　
分

か
ら

時
　
　
分

ま
で

時
間
　
　
分

時
間
　
分

　
月
　
　
日

8
　
月
　
　
日

か
ら

　
月
　
　
日

ま
で

時
　
　
分

か
ら

時
　
　
分

ま
で

時
間
　
　
分

時
間
　
分

　
月
　
　
日

9
　
月
　
　
日

か
ら

　
月
　
　
日

ま
で

時
　
　
分

か
ら

時
　
　
分

ま
で

時
間
　
　
分

時
間
　
分

　
月
　
　
日

1
0

　
月
　
　
日

か
ら

　
月
　
　
日

ま
で

時
　
　
分

か
ら

時
　
　
分

ま
で

時
間
　
　
分

時
間
　
分

　
月
　
　
日

1
1

　
月
　
　
日

か
ら

　
月
　
　
日

ま
で

時
　
　
分

か
ら

時
　
　
分

ま
で

時
間
　
　
分

時
間
　
分

　
月
　
　
日

1
2

　
月
　
　
日

か
ら

　
月
　
　
日

ま
で

時
　
　
分

か
ら

時
　
　
分

ま
で

時
間
　
　
分

時
間
　
分

　
月
　
　
日

1
3

　
月
　
　
日

か
ら

　
月
　
　
日

ま
で

時
　
　
分

か
ら

時
　
　
分

ま
で

時
間
　
　
分

時
間
　
分

　
月
　
　
日

1
4

　
月
　
　
日

か
ら

　
月
　
　
日

ま
で

時
　
　
分

か
ら

時
　
　
分

ま
で

時
間
　
　
分

時
間
　
分

　
月
　
　
日

1
5

　
月
　
　
日

か
ら

　
月
　
　
日

ま
で

時
　
　
分

か
ら

時
　
　
分

ま
で

時
間
　
　
分

時
間
　
分

　
月
　
　
日

（
※
印
の
欄
は
職
員
が
記
入
又
は
確
認
す
る
。
）

備
　
　
考

決
　
　
裁

整
理

番
号

月
　
日

時
　
間

請
求
月
日

請
求
者

の
確
認
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附
　
則

　

こ
の
規
則
は
、
令
和
七
年
十
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

　

福
岡
県
職
員
の
勤
務
時
間
、
休
暇
等
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
制
定
し
、
こ
こ
に

公
布
す
る
。

　
　

令
和
七
年
七
月
八
日

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

福
岡
県
人
事
委
員
会
委
員
長　
　

馬　

場　

貞　

仁　
　

福
岡
県
人
事
委
員
会
規
則
第
二
十
三
号

　
　
　

福
岡
県
職
員
の
勤
務
時
間
、
休
暇
等
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

　

福
岡
県
職
員
の
勤
務
時
間
、
休
暇
等
に
関
す
る
規
則
（
平
成
十
年
福
岡
県
人
事
委
員
会
規
則
第
五
号

）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

　

第
十
七
条
の
三
第
二
項
中
「
介
護
時
間
は
、
一
日
を
通
じ
、
始
業
の
時
刻
か
ら
連
続
し
、
又
は
終
業

の
時
刻
ま
で
連
続
し
た
二
時
間
（
育
児
休
業
法
第
十
九
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
部
分
休
業
」
を
「
育

児
休
業
法
第
十
九
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
同
条
第
二
項
第
一
号
に
掲
げ
る
範
囲
内
で
請
求
す
る
部
分

休
業
」
に
、
「
時
間
が
あ
る
日
」
を
「
時
間
が
あ
る
日
の
介
護
時
間
」
に
、
「
当
該
二
時
間
」
を
「
一

日
に
つ
き
二
時
間
」
に
、
「
減
じ
た
時
間
）
」
を
「
減
じ
た
時
間
」
に
改
め
る
。

　

第
二
十
六
条
の
次
に
次
の
一
条
を
加
え
る
。

　

（
妊
娠
、
出
産
等
に
つ
い
て
の
申
出
を
し
た
職
員
等
に
対
す
る
意
向
確
認
等
）

第
二
十
六
条
の
二　

条
例
第
十
九
条
の
二
第
二
項
の
人
事
委
員
会
規
則
で
定
め
る
期
間
は
、
対
象
職
員

の
子
が
一
歳
十
一
か
月
に
達
す
る
日
の
翌
々
日
か
ら
二
歳
十
一
か
月
に
達
す
る
日
の
翌
日
ま
で
の
一

年
の
期
間
と
す
る
。

　
　
　
附
　
則

　

こ
の
規
則
は
、
令
和
七
年
十
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

　

福
岡
県
公
告
式
条
例
（
昭
和
二
十
五
年
福
岡
県
条
例
第
四
十
六
号
）
第
三
条
に
お
い
て
準
用
す
る
同 

条
例
第
二
条
第
二
項
た
だ
し
書
の
規
定
に
よ
り
掲
示
し
た
も
の
を
、
こ
こ
に
再
掲
す
る
。

　

福
岡
県
建
築
基
準
法
施
行
細
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
制
定
し
、
こ
こ
に
公
布
す
る
。

　
　

令
和
七
年
六
月
二
十
六
日

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

福
岡
県
知
事　
　

服
部　

誠
太
郎　
　

福
岡
県
規
則
第
三
十
五
号

　
　
　

福
岡
県
建
築
基
準
法
施
行
細
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

　

福
岡
県
建
築
基
準
法
施
行
細
則
（
昭
和
二
十
六
年
福
岡
県
規
則
第
一
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改

正
す
る
。

　

第
十
八
条
の
二
中
第
三
項
を
第
五
項
と
し
、
第
二
項
を
第
三
項
と
し
、
同
項
の
次
に
次
の
一
項
を
加

え
る
。

４　

施
行
規
則
第
五
条
第
三
項
の
規
則
で
定
め
る
調
査
結
果
表
は
、
知
事
が
別
に
定
め
る
。

　

第
十
八
条
の
二
第
一
項
の
次
に
次
の
一
項
を
加
え
る
。

２　

法
第
十
二
条
第
一
項
に
規
定
す
る
調
査
に
お
い
て
、
建
築
物
の
定
期
調
査
報
告
に
お
け
る
調
査
及

び
定
期
点
検
に
お
け
る
点
検
の
項
目
、
方
法
及
び
結
果
の
判
定
基
準
並
び
に
調
査
結
果
表
を
定
め
る

件
（
平
成
二
十
年
国
土
交
通
省
告
示
第
二
百
八
十
二
号
）
第
二
の
規
定
に
よ
り
知
事
が
付
加
す
る
定

期
調
査
等
の
項
目
、
方
法
及
び
結
果
の
判
定
基
準
（
以
下
「
調
査
項
目
等
」
と
い
う
。
）
及
び
知
事

が
指
定
す
る
調
査
項
目
等
に
係
る
調
査
を
要
す
る
建
築
物
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
建
築
物
の
種
類

に
応
じ
、
当
該
各
号
に
定
め
る
と
お
り
と
す
る
。

　

一　

令
第
十
六
条
第
一
項
各
号
に
掲
げ
る
建
築
物
（
同
項
の
規
定
に
よ
り
通
常
の
火
災
時
に
お
い
て

避
難
上
著
し
い
支
障
が
生
ず
る
お
そ
れ
の
少
な
い
も
の
と
し
て
国
土
交
通
大
臣
が
定
め
る
も
の
を

除
く
。
次
条
に
お
い
て
同
じ
。
）
又
は
前
項
第
一
号
か
ら
第
四
号
ま
で
に
掲
げ
る
特
定
建
築
物

　
　

防
火
設
備
の
定
期
検
査
報
告
に
お
け
る
検
査
及
び
定
期
点
検
に
お
け
る
点
検
の
項
目
、
事
項
、
方

法
及
び
結
果
の
判
定
基
準
並
び
に
検
査
結
果
表
を
定
め
る
件
（
平
成
二
十
八
年
国
土
交
通
省
告
示

第
七
百
二
十
三
号
。
以
下
「
防
火
設
備
定
期
検
査
告
示
」
と
い
う
。
）
別
表
第
一
㈠
か
ら
㈤
ま
で

（
各
階
の
主
要
な
常
時
閉
鎖
し
た
状
態
に
あ
る
防
火
扉
（
以
下
「
各
階
の
主
要
な
常
閉
防
火
扉
」

と
い
う
。
）
に
係
る
も
の
に
限
る
。
）
に
掲
げ
る
項
目
、
事
項
、
方
法
及
び
結
果
の
判
定
基
準
（

以
下
「
項
目
等
」
と
い
う
。
）

　

二　

前
項
第
五
号
に
掲
げ
る
特
定
建
築
物　

防
火
設
備
定
期
検
査
告
示
別
表
第
一
㈠
か
ら
㈤
ま
で
（

各
階
の
主
要
な
常
閉
防
火
扉
に
係
る
も
の
に
限
る
。
）
に
掲
げ
る
項
目
等
及
び
別
表
第
四
い
欄
に

掲
げ
る
項
目
に
応
じ
、
同
表
ろ
欄
に
掲
げ
る
方
法
及
び
同
表
は
欄
に
掲
げ
る
基
準

　

第
十
八
条
の
三
第
一
項
第
一
号
中
「
（
同
項
の
規
定
に
よ
り
通
常
の
火
災
時
に
お
い
て
避
難
上
著
し

い
支
障
が
生
ず
る
お
そ
れ
の
少
な
い
も
の
と
し
て
国
土
交
通
大
臣
が
定
め
る
も
の
を
除
く
。
次
号
に
お
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い
て
同
じ
。
）
」
を
削
り
、
同
項
第
三
号
中
「
防
火
設
備
」
の
下
に
「
の
う
ち
、
令
第
百
九
条
第
一
項

に
規
定
す
る
防
火
設
備
（
各
階
の
主
要
な
常
閉
防
火
扉
及
び
防
火
ダ
ン
パ
ー
を
除
く
。
）
で
あ
っ
て
、

随
時
閉
鎖
又
は
作
動
を
で
き
る
も
の
」
を
加
え
、
同
条
に
次
の
一
項
を
加
え
る
。

３　

施
行
規
則
第
六
条
第
三
項
の
規
則
で
定
め
る
検
査
結
果
表
は
、
知
事
が
別
に
定
め
る
。

　

別
表
第
三
の
次
に
次
の
一
表
を
加
え
る
。

別
表
第
四
（
第
十
八
条
の
二
関
係
）

い　

調
査
項
目

ろ　

調
査
方
法

は　

判
定
基
準

一　

建
築

物
の
内

部

㈠

居
室
の
換

気

換
気
設
備
の
作
動
の
状

況

各
階
の
主
要
な
換
気
設
備
の
作

動
を
確
認
す
る
。
た
だ
し
、
三

年
以
内
に
実
施
し
た
法
第
十
二

条
第
三
項
に
基
づ
く
検
査
（
以

下
「
定
期
検
査
」
と
い
う
。
）

の
記
録
が
あ
る
場
合
に
あ
っ
て

は
、
当
該
記
録
に
よ
り
確
認
す

る
こ
と
で
足
り
る
。

換
気
設
備
が
作

動
し
な
い
こ
と

。

㈡

換
気
の
妨
げ
と
な
る
物

品
の
放
置
の
状
況

目
視
に
よ
り
確
認
す
る
。

換
気
の
妨
げ
と

な
る
物
品
が
放

置
さ
れ
て
い
る

こ
と
。

二　

避
難

施
設
等

㈠

階
段

特
別
避
難

階
段

付
室
等
の

排
煙
設
備

の
作
動
の

状
況

各
階
の
主
要
な
排
煙
設
備
の
作

動
を
確
認
す
る
。
た
だ
し
、
三

年
以
内
に
実
施
し
た
定
期
検
査

の
記
録
が
あ
る
場
合
に
あ
っ
て

は
、
当
該
記
録
に
よ
り
確
認
す

る
こ
と
で
足
り
る
。

排
煙
設
備
が
作

動
し
な
い
こ
と

。

㈡

排
煙
設
備

等

防
煙
壁

可
動
式
防

煙
壁
の
作

動
の
状
況

各
階
の
主
要
な
可
動
式
防
煙
壁

の
作
動
を
確
認
す
る
。
た
だ
し

、
三
年
以
内
に
実
施
し
た
定
期

検
査
の
記
録
が
あ
る
場
合
に
あ

っ
て
は
、
当
該
記
録
に
よ
り
確

認
す
る
こ
と
で
足
り
る
。

可
動
式
防
煙
壁

が
作
動
し
な
い

こ
と
。

㈢

排
煙
装
備

排
煙
設
備

の
作
動
の

状
況

各
階
の
主
要
な
排
煙
設
備
の
作

動
を
確
認
す
る
。
た
だ
し
、
三

年
以
内
に
実
施
し
た
定
期
検
査

の
記
録
が
あ
る
場
合
に
あ
っ
て

は
、
当
該
記
録
に
よ
り
確
認
す

る
こ
と
で
足
り
る
。

排
煙
設
備
が
作

動
し
な
い
こ
と

。

㈣

そ
の
他
の

設
備
等

非
常
用
エ

レ
ベ
ー
タ

ー

乗
降
ロ
ビ

ー
等
の
排

煙
設
備
の

各
階
の
主
要
な
排
煙
設
備
の
作

動
を
確
認
す
る
。
た
だ
し
、
三

年
以
内
に
実
施
し
た
定
期
検
査

排
煙
設
備
が
作

動
し
な
い
こ
と

。

作
動
の
状

況

の
記
録
が
あ
る
場
合
に
あ
っ
て

は
、
当
該
記
録
に
よ
り
確
認
す

る
こ
と
で
足
り
る
。

㈤

非
常
用
の

照
明
装
置

非
常
用
の

照
明
装
置

の
作
動
の

状
況

各
階
の
主
要
な
非
常
用
の
照
明

装
置
の
作
動
を
確
認
す
る
。
た

だ
し
、
三
年
以
内
に
実
施
し
た

定
期
検
査
の
記
録
が
あ
る
場
合

に
あ
っ
て
は
、
当
該
記
録
に
よ

り
確
認
す
る
こ
と
で
足
り
る
。

非
常
用
の
照
明

装
置
が
作
動
し

な
い
こ
と
。

㈥

照
明
の
妨

げ
と
な
る

物
品
の
放

置
の
状
況

目
視
に
よ
り
確
認
す
る
。

照
明
の
妨
げ
と

な
る
物
品
が
放

置
さ
れ
て
い
る

こ
と
。

　
　
　
附
　
則

　

こ
の
条
例
は
、
令
和
七
年
七
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。


